
��������	 ��

��������	
��������	
��

�� ��

��������	
��

������甲種、乙種（第１～第

６類）及び丙種

◎����5月22日（日）

◎���　札幌市ほか

◎����　4月6日（水）～14日

（木）　　
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◎����6月14日（火）～17日

（金）の4日間

◎���　札幌市

◎����　

4月25日（月）～5月13日（金）

◎��������	
����

　不特定多数の人が出入りする建

物で収容人員300人以上など。

◎�����防火管理者実務経験

が3年以上などの要件があります

ので、問い合わせください。

▼��　当別消防署消防課指導係

（�23－2537）　　　　　　　
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①社会保険離脱証明書（用紙は
職場で交付。無い場合は国保
年金係へ。）
②国民健康保険被保険者証（家
族に国保加入者がいる場合）

１４日以内

�退職など職場の健康保険
　の資格が無くなったとき。
�健康保険任意継続の期限
　が来たとき。
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①保険証が無い状態で医療を受けると全額自己負担になります。
②国保税は、国民健康保険に加入した月から負担になります。
　届出が遅れると１期に納める金額が高額となります。
　このようなときは納税方法をご相談ください。

①新たに交付された健康保険 
　被保険者証
②国民健康保険被保険者証

１４日以内
就職など職場の健康保険に
加入したときなど。
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本来は使用することが出来ない国保を使って病院にかかった場合、保険
給付分（病院代の７割）を国保へ返納することになります。

①国民健康保険被保険者証

すみやかに

住所・氏名・世帯主が変更に
なったとき。
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①年金証書
②国民健康保険被保険者証

厚生年金や共済年金を受給
の方で、加入期間が２０年以
上（または４０歳以降に１０年以
上）ある場合は、退職者医療
制度適用の国民健康保険被
保険者証への切替が必要。
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※取得や喪失の届出期限に遅れた場合には、本人に不利益になることが

　ありますので、お気を付けください。

▼��　住民生活課国保年金係
（�２３－２４６７）

　定額で月額13,580円、付加保険

料は400円です。また、納付書で1

年分・半年分（4月～9月分）をま

とめて5月2日までに納めると表の

とおり割引となります。
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　4月13日・２7日の水曜日
　役場1階国保年金係へお気軽
にお越しください。
��������	


��　札幌北社会保険事務所
��　4月20日（水）
　　　１０時～１５時
��　商工会館（錦町）
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　次の①②に該当して任意加入していなかった期間に生じた傷病が現在、
障害基礎年金の１・２級に相当する障がいにある方が対象です。
　①平成３年３月以前、学生で国民年金に任意加入していなかった方。
　②昭和６１年３月以前、配偶者が厚生年金・共済組合等加入者であり、本
　人が国民年金に任意加入していなかった方。　　　　　　　　　
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▼����札幌北社会保険事務所（�０１１－７１７－４１１１）または北海道社会
保険事務局（�０１１－２０４－７００８）へ。
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2,890円160,070円162,960円１年分
�����

660円80,820円81,480円半年分
2,980円164,780円167,760円１年分

�����������
680円83,200円83,880円半年分
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����
５月２１日（土）～２２日（日）
�２２日は飛行要員のみ
����
６月２１日（火）～２３日（木）
����
７月２３日(土）～８月4日（木）
�３次は飛行要員のみ
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�大学卒業程度の学力を有し、２０歳以上
２６歳未満の者〔２２歳未満は大卒（見込含）〕
�大学院修士課程修了者（見込含）は、
２８歳未満（海上技術幹部候補生は、理学
または工学課程修了者に限る）

一　般
・

技　術
�����

�歯科は専門の大学卒（見込含）で２０歳
以上３０歳未満の者
�薬剤科は２６歳未満、薬学修士取得者は
２８歳未満

歯　科
・

薬剤科

受付時に通知通年受付１８歳以上２７歳未満の者　　
��������

                    （男子）
■�������江別募集事務所・�０１１－３８３－8９５５　
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    ２０１０年までの町の健康づくり計画を
推進するために、キャラクターの募集
をしたところ、１３点の応募をいただき
ました。その中から、遠藤房枝さん（太
美スターライト）の作品が採用となり
ました。
　今後、計画書やパンフレットなどに
登場し、健康づくりを応援しますので、
みなさんよろしくお願いします。
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▼���　福祉課保健サービス係（「ゆとろ」内・ �23－2346）

60歳を過ぎたら、
お友達と参加しませんか。
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・体験活動ができる「趣味の講座」

・健康・生きがいづくりの「講演

　会」と「社会参加」

・見聞を広げる「視察研修」など。

��　5月～平成18年3月

��　毎月第２金曜　10時～12時

��　公民館

(内容により日程・場所の変更あり)

���　40名

����　無料（保険料、材料費、

旅費は個人負担)

�����　4月28日（木）

������　公民館（�23－

2511）

高齢者学園受講者募集

�������
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　　名前は、健康の「健」からケンタ君。
　　ケンタ君のポケットから元気な「栄養のハート」「運動のハート」
　「歯の健康のハート」「心の健康のハート」がいっぱい出てきます。
　それが合わさると幸せな四つ葉のクローバーになります。 

当中吹奏楽部の防火ミニコンサート・防火
縁日など各種体験コーナーが待ってるよ！

期間中各種行事で防火を呼びかけ、
一人暮らしの高齢者のお宅や防火
対象物の査察、火災予防の巡回広
報など実施します。
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▼����当別消防署（�23－2537)
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